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トピックス　東日本大震災で福祉労働者が果たした役割に関する調査（1）
グラビア　子どもたちにとって　おっちゃんは仲間や！

─社会保障・税一体改革に抗する理論学習に最適─

大阪市
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予約特別価格

真田理論の骨格である社会問題、社会運動、政策主体
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政策による対象を「対象化された対象」と構成する論
理、「福祉労働」を政策と対象の媒介として考えるなど
の基本概念は、社会福祉の市場化が進み社会福祉とは
何かが改めて問われる今日においても、基本とされる
べき有効なものです。
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総合社会福祉研究 本体2000円
（税・送料別）第39号

特集◎社会保障・社会福祉研究に今求められていること
社会保障・社会福祉研究に今求められていること …………………………… 藤松　素子

労働者階級の貧困と社会保障 …………………………………………………… 唐鎌　直義

核時代の生存権とナショナルミニマム ………………………………………… 本間　照光
　　──いのちを捨ててそびえ立つ経済社会　3･11からの転換

障害者自立支援法をめぐるこれまでの運動の経過と今後の課題 …………… 塩見　洋介

＜座談会＞　杉村宏さん、朝日健二さんに聞く
　　　　　　　　　　　　　　　　聞き手　藤松素子さん

ホームページ http://www.sosyaken.jp/ E-mail:mail@sosyaken.jp

★年２回刊・便利な定期購読をお薦めします。
★総合社会福祉研究所会員は価格が割引されます。（1冊 1800 円・送料別）

総合社会福祉研究所 〒543―0055 大阪市天王寺区悲田院町8―12
TEL06（6779）4894 FAX06（6779）4895

お問合せ・事前申込み 総合社会福祉研究所
TEL06-6779-4894　FAX06-6779-4895　　E-mail:mail@sosyaken.jp

本誌全国編集委員がそれぞれの分野から、社会保障・社会福祉の今を語ります。
お気軽にご参加ください！（事前に下記までお申し込み下さい。）

●日時　2012年６月９日(土)　13時半～16時（予定）

●会場　エル・おおさか　視聴覚室（大阪市営地下鉄・京阪「天満橋」）
相野谷安孝さん（中央社保協事務局長） 上野さと子さん（全国保育団体連絡会副会長）
上坪　　陽さん（日本高齢者NGO議長） 福井　典子さん（福祉倶楽部主宰）
吉本　哲夫さん（障全協会長）ほか

参 加 無 料

社会保障・税一体改革は許さない‼



子どもたちにとって
　おっちゃんは仲間や！
──釜ヶ崎で育つ子どもたちの力を信じて──

釜ヶ崎には、長年培ってきた人々の生活やネットワークがあります。「第５回釜ヶ崎のまちスタ
ディツアー」（３月９日実施）はこの地域の児童福祉をテーマに開催しました。詳しくは特集で、
またグラビアでは30年以上この地で子どもたちと親を支えてきた「こどもの里」を紹介します。

（大阪市西成区こどもの里 ）



放課後の子どもたちの居場所であり、緊急一時保護やファミリーホームでもある「こどもの里」
は、年齢も国籍も問わず、誰でも利用できます。取材時は幼児から高校生までの子どもたちが、
保護者が迎えに来るまで友だちと遊んだり、スタッフやボランティアに勉強をみてもらった
り、夕食づくりや掃除をしたり、さまざまに過ごしていました。また、子どもたちは、野宿す
る人を訪問する「子ども夜まわり」や東日本大震災被災地でのボランティアキャンプ、その他
さまざまな取り組みを通して、たくさんの人と関わり、学び、自分の力を発揮しています。



子どもたちは、まちづくりの要
かなめ

にもなっています。フェンスで閉ざされていた公園を使えるよ
うに整備するため、日雇いのおっちゃんたちや地域の人たちと一緒に草むしりをし、「こんな
公園にしよう」というアイデアをどんどん出しました。



多様性のある釜ヶ崎でたくさんの大人たちに見守られると同時に、あふれるパワーでまわりの
大人たちを元気にする子どもたち。こどもの里館長の荘

しょうほ

保共
とも こ

子さんはおっしゃいます。「この
子たちがいるから、日本は大丈夫」� （写真・文　中島悦子）
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●特集●　�児童福祉法65年──
　　　　　大阪市西成区“釜ヶ崎”から児童福祉を考える

●トピックス●

●連載●

●カット●
　川本　浩

●表紙の絵と写真●
絵＝神門やす子
写真＝西オーストリアの
Leaning　Tree。強い風
で幹が曲がっても、折れ
ずに生きています。（下
野祇園）
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若者の中で憲法を
　　　　　　活かすために
	

大阪青年ユニオン　北
きたで

出　茂
しげる

さん

私
は
、
大
阪
青
年
ユ
ニ
オ
ン
に
加
入
す
る
ま
で
憲
法
や
人
権
に
つ
い
て
意
識
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
男
性
で
大
卒
の
私
は
、
自
分
が
「
弱
者
」
だ
と
い
う
自
覚
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

社
会
の
不
条
理
と
た
た
か
っ
て
い
る
人
は
偉
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、か
わ
い
そ
う
な
「
運
の
悪
い
人
」

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
憲
法
や
人
権
が
大
切
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
自
分
の
権
利
が
、
そ
し
て

多
く
の
働
く
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。

私
は
、
会
社
が
企
画
し
て
い
た
「
ペ
ニ
ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
詐
欺
的
犯
罪
行
為
や
「
名
ば
か
り

管
理
職
」
な
ど
の
違
法
行
為
に
反
対
し
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、「
退
職
強
要
」
を
経
て
「
自
宅
待
機
」
の
「
業

務
命
令
」
を
受
け
ま
し
た
。
理
由
は
私
の
「
能
力
不
足
」
と
い
う
無
理
の
あ
る
説
明
で
す
。
そ
こ
で
、「
一

人
で
も
入
れ
る
労
働
組
合
」
地
域
労
組
に
加
入
し
ま
し
た
。
地
域
労
組
で
は
、
青
年
労
働
者
の
実
情
を
つ

ぶ
さ
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
地
域
労
組
に
入
る
人
の
多
く
は
、
職
場
に
労
働
組
合
が
な
く
過
酷
な

環
境
で
働
い
て
き
た
人
た
ち
で
す
。
組
合
に
駆
け
込
ん
だ
時
点
で
は
、
た
ま
た
ま
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
（
違
法

ま
た
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
労
働
条
件
や
営
業
な
ど
を
従
業
員
に
強
要
す
る
企
業
や
法
人
）
に
入
っ
た
運
の
悪

い
「
被
害
者
」
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
加
入
し
て
ま
わ
り
の
メ
ン
バ
ー
に
話
を
聞
く
と
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業

は
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

今
の
社
会
で
は
、
働
く
者
の
権
利
（
憲
法
二
八
条
、
労
働
基
準
法
）、
さ
ら
に
生
存
権
（
憲
法
二
五
条
）

も
守
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
経
営
者
で
す
ら
法
律
を
知
ら
ず
、
労
働
組
合
か
ら
指
摘
を
受
け
て
初
め
て
そ
れ

が
違
法
で
あ
る
と
気
づ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。
社
会
全
体
が
ブ
ラ
ッ
ク
化
し
て
い
る
た
め
、
自
分
の
会
社

が
お
か
し
い
こ
と
に
気
づ
か
な
い
、
ま
た
、
経
営
者
側
が
法
律
を
知
っ
て
い
て
も
守
ろ
う
と
せ
ず
、
労
働

者
の
正
当
な
権
利
行
使
を
許
さ
な
い
よ
う
な
無
言
の
圧
力
が
か
け
ら
れ
て
い
る
状
況
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
お
か
し
い
こ
と
を
お
か
し
い
と
言
え
な
い
風
潮
・
空
気
な
の
で
す
。

私
は
、
地
域
労
組
で
執
行
委
員
と
し
て
労
働
相
談
な
ど
を
受
け
、
責
任
者
と
し
て
担
当
し
た
も
の
も
含
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きたで　しげる
現在、37歳。自身の労働問題をきっかけに（大阪市）西区地域
労働組合・大阪青年ユニオンに加入。裁判で「退職強要」を意
図した自宅待機命令が不法行為であるという主張を会社側に認
めさせる。地域労組の仲間とともにたたかっている。現在、西
区地域労働組合の執行委員として、労働相談や団体交渉を行
い、働き方ネット事務局や過労死防止基本法制定大阪実行委員
も務める。行政書士等の資格を保有。大阪青年ユニオン内では

“歩く六法”と呼ばれている。

め
て
、
こ
れ
ま
で
団
体
交
渉
に
四
〇
回
以
上
出
席
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
実
感
し
て
い
る
こ

と
は
、
結
局
、
憲
法
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
自
動
的
に
人
権
が
守
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
人
権
や
権
利
を
守
る
も
の
は
憲
法
や
法
律
で
は
な
く
、
背
後
に
あ
る
国
民
の
力
そ
の
も
の
な
の

で
す
。

今
、若
者
に
必
要
な
こ
と
は
、憲
法
に
つ
い
て
学
び
実
践
し
て
い
く
中
で
、自
分
た
ち
の
力
を
信
じ
「
動

け
ば
変
わ
る
」
と
い
う
感
覚
を
取
り
戻
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
「
当
事
者
」
と
向

き
合
い
ま
す
。
一
人
の
労
働
者
が
ど
の
よ
う
に
悩
み
、
苦
し
ん
で
い
る
の
か
。
過
酷
な
労
働
条
件
の
中
で

ど
ん
な
絶
望
を
味
わ
い
、
正
常
な
判
断
能
力
を
奪
わ
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
の
か
。
一
人
の
相
談
者
に
対
し

て
複
数
の
相
談
員
が
二
時
間
以
上
を
か
け
て
労
働
相
談
に
応
じ
て
い
る
の
は
、「
一
人
の
人
間
」
と
向
き

合
い
た
い
か
ら
で
す
。

憲
法
と
は
、「
権
力
を
抑
制
し
、
国
民
の
人
権
を
護
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
こ
と
に
、

憲
法
の
中
身
は
今
の
若
者
た
ち
に
認
識
さ
れ
、
活
か
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
背
景
に
は
、
若
者

が
憲
法
の
中
身
を
学
ん
で
お
ら
ず
、「
人
権
」
や
「
弱
者
の
視
点
」
か
ら
物
事
を
と
ら
え
考
え
る
習
慣
が

備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、「
権
利
を
勝
ち
取
る
」、「
動
け
ば
変
わ
る
」
と
い
う
憲
法
的
な
体
験
が

決
定
的
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

憲
法
は
、国
民
の
「
不
断
の
努
力
」
に
よ
っ
て
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
二
条
）
と
あ
り
ま
す
。

〝
不
断
〟
の
努
力
と
は
、〝
普
段
〟
の
努
力
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
一
人
ひ
と
り
の
相
談
者
と
向
き

合
い
な
が
ら
、
相
談
者
と
と
も
に
憲
法
や
権
利
に
つ
い
て
考
え
、
憲
法
の
「
中
身
」
を
勝
ち
取
り
、
憲
法

の
最
高
理
念
で
あ
る
「
個
人
の
尊
重
」
が
さ
れ
る
社
会
（
一
三
条
）、
憲
法
の
人
権
保
障
が
真
の
意
味
に

お
い
て
実
現
さ
れ
る
社
会
を
つ
く
り
た
い
で
す
。
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一
九
四
七
年
に
児
童
福
祉
法
が
施
行
さ
れ
、
今
年
で
六
五
年
。
同
法
は
す
べ
て
の
児
童
に
平
等
、
生
活
、

発
達
を
保
障
す
る
と
い
う
理
念
と
国
家
の
責
任
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
が
「
子
ど
も
の

権
利
条
約
」（
一
九
八
九
年
に
国
連
で
採
択
）
を
批
准
し
た
の
は
世
界
で
一
五
八
番
目
（
一
九
九
四
年
）。
あ
ま

り
に
も
遅
い
批
准
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
政
府
は
、
そ
の
条
約
を
真し

ん
し摯

に
実
行
す
る
ど
こ
ろ
か
、
仮
面

に
し
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
新
自
由
主
義
の
構
造
改
革
路
線
、
そ
の
延
長
の
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
路
線
は
、
自
助
・
共
助

を
掲
げ
て
公
助
を
排
除
し
、
よ
り
一
層
「
自
己
責
任
」
を
旗
印
に
、
児
童
福
祉
法
二
四
条
の
「
保
育
責
任
」

に
つ
い
て
も
公
助
を
排
除
し
て
き
て
い
ま
す
。
母
子
家
庭
の
三
分
の
二
が
貧
困
を
示
し
、
将
来
へ
の
見
通
し

が
持
て
な
い
生
活
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
人
た
ち
が
増
え
て
い
ま
す
。
保
育
の
市
場
化
や
児
童
福
祉
に
お
け

る
自
助
・
共
助
の
強
調
は
、
憲
法
二
五
条
か
ら
も
逸
脱
し
て
い
ま
す
。

児
童
福
祉
法
六
五
年
─
─
─
─

大
阪
市
西
成
区

〝
釜
ヶ
崎
〟か
ら
児
童
福
祉
を
考
え
る
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